
中 井 町 地 域 ク ラ ブ 活 動 推 進 協 議 会 設 置 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、学 校 と 地 域 が 協 働 で 、将 来 に わ た り 町 民 が ス ポ ー

ツ・文 化 芸 術 活 動 に 継 続 し て 親 し む こ と が で き る 機 会 を 確 保 し 、地 域

の 持 続 可 能 で 多 様 な 生 涯 学 習 環 境 整 備 の 一 体 的 な 推 進 を 図 る こ と を

目 的 と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 ２ 条  前 条 の 目 的 の た め に 、中 井 町 地 域 ク ラ ブ 活 動 推 進 協 議 会（ 以 下

「 協 議 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 項 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 ⑴  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 推 進 体 制 の 構 築 に 関 す る 必 要 な 事 項  

 ⑵  学 校 、地 域 、家 庭 及 び 他 機 関・組 織・団 体 等 が 連 携 及 び 協 働 し て

生 徒 の ス ポ ー ツ・文 化 芸 術 活 動 を 支 援 す る た め の 仕 組 み づ く り に 関

す る 事 項  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 組 織 ）  

第 ４ 条  協 議 会 は 、 会 員 １ ０ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  会 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。  

 ⑴  地 域 関 係 団 体 員  

 ⑵  学 校 関 係 者  

 ⑶  保 護 者  

 ⑷  そ の 他 教 育 長 が 必 要 と 認 め る 者  

（ 任 期 ）  

第 ５ 条  会 員 の 任 期 は 、１ 年 と す る 。た だ し 、再 任 を さ ま た げ な い 。会

員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 会 員 の 任 期 は 、前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ６ 条  協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 各 １ 人 を 置 く 。  

２  会 長 は 、会 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。ま た 、副 会 長 は 、会 長 が 指 名 す

る 。  

３  会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 括 す る 。  

４  副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た

と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  



第 ７ 条  協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。） は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ

の 議 長 と な る 。  

２  会 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、会 員 以 外 の 関 係 者 に 会 議 の 出

席 を 求 め 、意 見 若 し く は 説 明 を さ せ 、又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が

で き る 。  

３  会 議 は 、 会 員 の 過 半 数 の 出 席 が な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。  

（ 事 務 局 ）  

第 ８ 条  協 議 会 の 事 務 局 は 、 教 育 委 員 会 に 置 く 。  

（ 作 業 部 会 ）  

第 ９ 条  協 議 会 の 下 部 組 織 と し て 作 業 部 会 を 置 く 。  

（ そ の 他 必 要 事 項 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、協 議 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な

事 項 は 、 会 長 が 協 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 会 議 招 集 の 特 例 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 開 か れ る 会 議 は 、第 ７ 条 第 １ 項 の 規

定 に 関 わ ら ず 、 教 育 長 が 招 集 す る 。  


